
直
副本直送済

（次回期日 1 月 24 日）

令和 4 年（行ウ）第 3 5 号建物解体撤去等差止請求事件

原告 野地秀一外 8 6 名

被告 北海道知事

準備書面（ 1)

令和 5 年 1 月 1 8 日

札幌地方裁判所民事第 1 部合議係御中

被告訴訟代理人弁護士 藤 田
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被告は、次のとおり、原告らの令和 4年 1 2 月 2 1 日付け第 1 準備書面（以下

「原告ら第 1 準備書面」という。）における主張に対し、必要と認める範囲で反論

する。

なお、略語は、本書面において新たに用いるもののほかは、従前の例による。

汽‘

1 差止めの訴えにおける処分性と法律上の利益について

(1) 原告らは、差止めの訴えの訴訟要件のうち、処分性及び法律上の利益（原告

適格）について、「相互に定義し合う循環論的関係」にある（原告ら第 1 準備

書面第 1 の 4 (2) (3 ページ））として、最高裁判所の判例を引用しながら、処

分性及び法律上の利益に関する被告の主張に誤りがあると論難する（同第 3 な
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いし第 6 (4 ないし 1 4 ページ））。

(2) しかし、差止めの訴えの訴訟要件たる処分性（行訴法 3 条 7 項、 2 項及び 3

7 条の 4 第 1 項）と法律上の利益（同法 3 7 条の 4 第 3 項、 4 項及び 9 条 2

項）とは、相互に関連を有するとしてもあくまで独立の訴訟要件であって、差

止めの訴えは、「一定の処分」がされようとしていることを前提として、当該

処分の差止めを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に限って提起を許す

ものである以上（同法 3 7 条の 4 第 1 項及び 3 項）、「処分」の存在は「法律上

の利益」の判断の前提問題である（先決関係にある）から、処分に当たらない

行為の差止めを求める訴えは、法律上の利益について判断するまでもなく、不

適法である。

(3) 被告は、令和 4 年 1 1 月 1 4 日付け答弁書において、記念塔の解体撤去及び

その養用の支出という事実行為は処分に当たらないこと、仮に、処分性が認め

られたとしても原告らに法律上の利益がないことを明らかにしたところである

が、本準備書面においては、主として処分性の有無について主張を補充する。

2 記念塔の解体撤去及びその費用の支出の処分性について

(1)記念塔の解体撤去及びその費用の支出は処分に当たらないこと

ア 抗告訴訟である差止めの訴えの対象となる処分（行政庁の処分その他公権

カの行使に当たる行為） （行訴法 3 条 7 項及び 2 項）とは、公権力の主体た

る国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務

を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう

（最高裁判所昭和 3 9 年 1 0 月 2 9 日第一小法廷判決・民集 1 8 巻 8 号 1 8 

0 9 ページ。以下「最高裁昭和 3 9 年判決」という。乙第 7 号証）。

イ 記念塔の解体撤去及びその費用の支出は、被告が工事請負業者と対等な立

場で締結した私法上の請負契約に基づいてなされる行政財産の廃棄という事

実行為にすぎず、契約当事者でない第三者の生命、身体、財産等に実力を加
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えて行政上必要な状態を実現させようとする権力的行為と評される余地はな

いから、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為とはいえない。

ウ なお、公有財産の売却が当事者の合意に基づいて法的効果が生ずる私法上

の売買契約であり、処分性が認められないことは、確立した判例法理である

（国有普通財産の払下げにつき最高裁判所昭和 3 5 年 7 月 1 2 日第三小法廷

判決・民集 1 4 巻 9 号 1744 ページ、市の老人福祉施設の民間事業者への

移管につき最高裁判所平成 2 3 年 6 月 1 4 日第三小法廷判決・裁判集民 2 3 

7 号 2 1 ページ）。

(2) 最高裁昭和 39 年判決と厚木基地訴訟判決等

ア 原告らは、最高裁昭和 3 9 年判決について、平成 1 6 年の行訴法改正の 4

0 年前のものであり（原告ら第 1 準備書面第 5 の 1 (1) (6 ページ））、被告

の判例理解は、最高裁の判例の蓄積を全く無視するものである（同第 5 の 3

(1 1 ないし 1 3 ページ））とし、その後の判例によれば、最高裁昭和 3 9 

年判決の存在意義が認められないかのように主張する。

しかし、最高裁昭和 3 9 年判決は、処分性の判断において現在も幾多の裁

判例で引用され（乙第 7 号証中の被引用判例欄参照）、確立された判例法理

となっており、当該判例法理がその後の最高裁判所の判決によって変更され

た事実はない。

イ 原告らが原告ら第 1 準備書面第 5 の 1 及び 2 (6 ないし 1 1 ページ）で主

張の根拠として摘示する 1 0 件の最高裁判所判決のうち、①、③、④、⑤、

⑦、⑧、⑨及び⑩の各判決は、処分性について判示したものではなく、一定

の処分であることを前提とした上で法律上の利益（原告適格）について判示

したものである。

ウ ②の最高裁判所昭和 5 6 年 1 2 月 1 6 日大法廷判決・民集 3 5 巻 1 0 号 1

369ページ（大阪国際空港訴訟判決）は、国を相手方として運輸大臣が設

置管理する空港の使用の差止めを求めた民事訴訟において、不可避的に航空
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行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなる

請求は、「行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうか

はともかくとして」、民事上の請求としては不適法である旨を判示したもの

であり、行政訴訟における処分性について述べたものではない。

工 ⑥の最高裁判所平成 5 年 2 月 2 5 日第一小法廷判決・民集 47 巻 2 号 6 4 

3 ページ（厚木基地訴訟判決）は、防衛庁長官（当時）が設置管理及び使用

オ

する空港における自衛隊機の離着陸の差止め及び騒音規制等を請求した民事

訴訟において、「自衛隊機の運航にはその性質上必然的に騒音等の発生を伴

うものであり、防衛庁長官は、右騒音等による周辺住民への影響にも配慮し

て自衛隊機の運航を規制し、統括すべきものである」 とした上で、「自衛隊

機の運航に伴う騒音等の影響は飛行場周辺に広く及ぶことが不可避であるか

ら、自衛隊機の運航に関する防衛庁長官の権限の行使は、その運航に必然的

に伴う騒音等について周辺住民の受忍を義務づけるもの」であり、「右権限

の行使は、右騒音等により影響を受ける周辺住民との関係において、公権力

の行使に当たる行為」であるとし、前記請求は民事上の請求としては不適法

であると説示したものである。

もっとも、厚木基地訴訟判決も、「行政訴訟としてどのような要件の下に

どのような請求をすることができるかはともかくとして」 と判示するのみで、

「自衛隊機の運航に関する防衛庁長官の権限の行使」 とは具体的にどのよう

な処分又は事実行為を指すのかを特定しておらず、具体的な行政訴訟の形態

についても一切言及していない。

いずれにしても、厚木基地訴訟判決は、自衛隊の任務の性質及びその任務

に由来する自衛隊機の運航の特殊性と、飛行場周辺に広く及ぶ騒音等による

住民への影響を踏まえた個別判断であり、抗告訴訟一般に妥当するものとは

いえない。

さらに、⑩の最高裁判所平成 2 8 年 1 2 月 8 日第一小法廷判決・民集 70
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巻 8 号 1 8 3 3 ページ（厚木基地第 4 次訴訟判決）は、行政訴訟として、自

衛隊機の運航の差止め等を求めた訴えにおいて、処分性については判断の対

象としておらず、行訴法 3 7 条の 4 第 1 項所定の「重大な損害を生ずるおそ

れ」の有無及び同条 5 項所定の行政庁の裁量権の逸脱又は濫用の点について

判断を示した事案である。なお、その原判決（東京高等裁判所平成 27 年 7

月 3 0 日判決・民集 70 巻 8 号 2 0 3 7 ページ）は、周辺住民が騒音等の被

害の受忍を義務付けられるのは、個々の自衛隊機の運航そのものというより

は、日常的な自衛隊機の離発着による騒音等によってもたらされているとし

て、抗告訴訟の適否に関する判断の対象となる行政処分は、「個々の運航を

根拠付ける具体的な権限の付与としての命令ではなく、防衛大臣が、その付

与された運航に関する統括権限に基づいて行う、自衛隊法 1 0 7 条 5 項によ

り周辺住民に対して騒音等についての受忍を義務付けることとなる自衛隊機

の運航という事実行為に求められる」旨判示している。

力 前記各最高裁判所判決を踏まえて、本件についてみれば、記念塔の解体撤

去及びその費用の支出は、その性質上必然的に、道民の生命、身体、財産等

の権利又は利益の侵害の発生を伴うものではなく、ましてや、個別の道民の

生命、身体、財産等の侵害について、道民にその受忍を義務づけるものとも

いえない。このことは、原告らとの関係においても異なるところはないから、

記念塔の解体撤去及びその贅用の支出が公権力の行使に当たる行為であると

する余地はない。

よって、記念塔の解体撤去及びその費用の支出には処分性がなく、本件訴

えが不適法であることは明らかである。

3 原告らの個別的利益の内容が不明であること

(1) 前記 2 で述べたとおり、記念塔の解体撤去及びその費用の支出はそもそも差

止めの訴えの対象となる処分に当たらないのであるから、一定の処分を前提と
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した法律上の利益（行訴法 37 条の 4 第 3 項、 4 項及び 9 条 2 項）について言

及するまでもなく、本件訴えは不適法である。

被告は、このことを前提としつつも、原告らが法律上の利益に関しても綾々

述べるので（原告ら第 1 準備書面第 6 、第 7 及び第 8 の 3 (1 3 ないし 1 8 及

び 2 0 ないし 23 ページ））、原告らの主張する利益の具体的内容が不明であり、

個別的利益とはいえないことにつき、念のため指摘する。

(2) 抗告訴訟は、いうまでもなく、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟で

あり （行訴法 3 条 1 項）、自己の法律上の利益にかかわる資格で提起される主

観訴訟である。本件差止めの訴えは、 87名からなる原告らが共同訴訟（行訴

法 1 7 条）として提起した抗告訴訟であるから、訴訟要件は、あくまで原告ら

一人ひとりについて明らかにされなければならない。とりわけ法律上の利益の

有無については、原告ら一人ひとりの具体的な権利又は利益との関係において

個別に判断される必要がある。

(3) 原告らは、記念塔が「北海道の住民の帰属感、連帯感、一体感、歴史観、責

任感及び使命感などの極めて大きく重要な精神的価値を体現し象徴すること」

により「郷土愛を形成する役割を担う」こととなり、北海道の住民にとって

「地方自治の本旨の体現ないしは象徴としての代替不能な重要な精神的価値と

いう利益」を享受させるものであるとし（原告ら第 1 準備書面第 8 の 5 (2 3 

ないし 25 ページ））、北海道の住民が記念塔を利用し鑑賞することによりかか

る利益を享受することについて、地方自治法 1 4 9 条 6 号等の「根拠法律及び

関連法令は、公共用財産及び公の施設の利用についての非民主的であったり不

公平であったり差別的であったりというような違法な取扱による住民の福祉に

関する著しい被害を直接的に受けるおそれのある北海道の住民に対して、その

ような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきと

する趣旨をも含む」（原告ら第 1 準備書面第 8 の 3 (5) (2 2 及び 2 3 ペー

ジ））などと述べる。
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(4) しかし、原告らの主張する利益が、仮に道民全体又は原告ら 87名を包摂す

る抽象的な集団的利益として認められるものであったとしても、そのような利

益が、原告ら個々人との関係において、個別的な法律上の利益として当然に帰

属することとなるものではない。個々人の具体的な権利又は利益は、本来、一

人ひとりが置かれている居住環境や生活環境、財産状況等により異なって当然

であるから、自己の法律上の利益に関わる主観訴訟である以上、各人の個別的

利益はあくまで一人ひとり格別に判断されなければならない。この点、原告ら

の主張を見ても、道民の利益といった抽象的な集団的利益と一線を画する原告

ら一人ひとりの個別的利益が何ら明らかにされたとはいえない。例えば、原告

らの住所地を見ても、道内各所に点在しており、記念塔からの距離関係やその

関わり方も一様ではないと推測されるところ、各々の利益の具体的内容の違い

はもとより、原告らの利益と道民の利益（一般公益）との違いすらも判然とし

ない。

(5) したがって、原告らが主張する利益は、個別的利益とはいえず、まさに「一

般公益の中に吸収解消される」にとどまる不特定多数者の利益にほかならない

から、法律上の利益（行訴法 3 7 条の 4 第 3 項、 4 項及び 9 条 2 項）について

具体的に検討するまでもなく、本件訴えは、主観訴訟としての前提を欠くもの

といわざるを得ない。

以上
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直
副本直送済

（次回期日 1 月 24 日）

令和 4 年（行ウ）第 3 5 号建物解体撤去等差止請求事件

原告 野地秀一外 8 6 名

被告 北海道知事

証拠説明書 (2)

令和 5 年 1 月 1 8 日

札幌地方裁判所民事第 1 部合議係御中

被告訴訟代理人弁護士 藤 田 美津｀冒
被告提出の乙号証につき、次のとおり証拠の説明をする。

号証 文書の標目 区分 作成者 作成年月日 立証の趣旨等

乙第 7 号証 最高裁判所昭和 写し 株式会社TK 令和 5 年 1 最高裁昭和 3 9 年判決で示さ

3 9 年 1 0 月 2 C （北海道総 月 5 日 れた処分性の判断基準がその

9 日第一小法廷 務部行政局文 後の多数の裁判例で引用され

判決 書課がダウン ている事実

ロードしたも

の）

以上



2023/1/5 LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース

《全文》

【文献番号】 27001355  

乙第 7
 
号証

ごみ焼場設置条例無効確認等請求事件
昭和三七年（オ）第二九六号
同三九年ー0月―九日最高裁第一小法廷判決
【上告人】 控面人原告町田又吉外八名
【被上告人】 被控訴人被告東京都

代理人 松原正交 外ー名

主 文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人松原正交の上告理由について。
論旨は、原審が行政訴訟の対象たる行為を行政庁の公権力の行使としてなされたものに限ら

れ、本件ごみ焼却場設置行為はこれに該当しないと判断したことが、新憲法下における法治主義
の法理に違反する、という。
しかし、行政事件訴訟特例法一条にいう行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づ

く行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のう
ち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認
められているものをいうものであることは、当裁判所の判例とするところである（昭和二八年
（オ）第一三六二号、同三0年二月二四日第一小法廷判決、民集九巻二号ニー七頁）。そして、
かかる行政庁の行為は，公共の福祉の維持、増進のために、法の内容を実現することを目的と
し、正当の権限ある行政庁により、法に準拠してなされるもので、社会公共の福祉に極めて関係
の深い事柄であるから、法律は、行政庁の右のような行為の特殊性に鑑み、一方このような行政
目的を可及的速かに達成せしめる必要性と、他方これによって権利、利益を侵害された者の法律
上の救済を図ることの必要性とを勘案して、行政庁の右のような行為は仮りに違法なものであっ
ても、それが正当な権限を有する機関により取り消されるまでは、一応適法性の推定を受け有効
として取り扱われるものであることを認め、これによって権利、利益を侵害された者の救済につ
いては、通常の民事訴訟の方法によることなく、特別の規定によるべきこととしたのである。従
つてまた、行政庁の行為によって権利、利益を侵害された者が、右行為を当然無効と主張し、行
政事件訴訟特例法によって救済を求め得るには、当該行為が前叙のごとき性質を有し、その無効
が正当な権限のある機関により確認されるまでは事実上有効なものとして取り扱われている場合
でなければならない。
ところで、原判決の確定した事実によれば、本件ごみ焼却場は、被上告人都がさきに私人から

買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立つて締結した私法上の契約により設
置されたものであるというのであり、原判決が被上告人都において本件ごみ焼却場の設置を計画
し、その計画案を都議会に提出した行為は被上告人都自身の内部的手続行為に止まると解するの
が相当であるとした判断は、是認できる
それ故、仮りに右設置行為によって上居人らが所論のごとき不利益を被ることがあるとして
も、右設置行為は、被上告人都が公権力の行使により直接上告人らの権利義務を形成し、または
その範囲を確定することを法律上認められている場合に該当するものということを得ず、原判決
がこれをもつて行政事件訴訟特例法にいう「行政庁の処分」にあたらないからその無効確認を求
める上告人らの本訴請求を不適法であるとしたことは、結局正当である。
されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、採用できない。
よって、民訴四0一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり

判決する。
（裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤朔郎）
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法のもとにおける司法裁判所のみが有する権限であり亦義務でもある。然るに原判決は、行政事
件訴訟法第一条を不当に狭義に解釈し「公権力の発動として為された行政行為」のみが行政訴訟
の対象であるとして、上告人の控訴を棄却したのは現行憲法のもとにおける法理念に反するもの
である。すなわち日本国憲法は国民の基本的人権の尊重を基調としているものであって此の基本
理念から当然に法治主義の原理をとり入れていることも当然の事理である。故に行政に対しても
常に法律の適用を要求しその容れない場合之を保障する作用が存しなければならぬ。その作用は
すなわち司法裁判所の権限であることは憲法第七六条、裁判所法第三条の条文に明示するところ
である。
故に若し行政庁の違法の行政行為によって権利を侵害せられた者は司法裁判所に対して審理裁

判を求め、之が救済の途を講ずべきは当然であって此の場合司法裁判所は公法関係であれ私法関
係であれその取扱を異にすべきでないことは現在における法理念に照らし当然の帰結である。
（田中二郎行政訴訟の理念一忌頁以下三二、一0 、 -0第三版）故に本訴は適法の訴であるにも
拘らず之を棄却した原判決は埠法であるから破棄せらるべきと信ずる。

一
Cop~油i 0)1999TKOOporotion Al 応cht s R• 9•”... 

LEX/Daィンターネットに関する知的所賓権その他一切のII●11ガ株式会社TKCおよび情糟遭供看に帰属します．
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27001355 
判決／最高裁判所第一小法廷（上告審）
昭和 3 9 年 1 0 月 2 9 日

昭和 3 7 年（オ）第 2 9 6 号
ごみ焼場設置条例無効確認等請求上告事件
第一審 27602414 

東京地方裁判所 昭和 3 5 年（行）第 1 2 号
昭和 3 6 年 2 月 2 3 日 判決

控訴審 27202844 
東京高等裁判所 昭和 3 6 年（ネ）第 4 3 1 号
昭和 3 6 年 1 2 月 1 4 日 判決

上告人らが、被上告人都に対し、ごみ焼却場設置条例の無効確認等を求
めて提訴した事案の上告審において、ごみ焼却場の設置に関する行為に
は公権力の行使たる性質を有するものがなく、一連の行為を通じて完成
されるごみ焼却場設置行為自体にもかかる性質は認められないから、こ
れを行政処分として無効確認を求める上告人の請求は不適法であるとし
て訴えを却下し控訴を棄却した原判決を支持し、行政庁の当該行為が仮
に違法なものであっても正当な権限を有する機関により取消されるまで
は一応適法性の推定を受け有効として取り扱われるものでなければ、行
政事件訴訟法による救済を求めることはできないと判示して、上告を棄
却した事例。
〔最高裁判所民事判例集〕
いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件
（最高裁判所民事判例集〕
国または公共団体の行なう行為のうち、それが仮りに違法なものであ
るとしても、正当な権限を有する機関によって取り消されまたはその
無効が確認されるまでは法律上または事実上有効なものとして取り扱
われるものでなければ、いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力
の行使にあたる行為とはいえない。

悶長部謹吾入江俊郎斎藤朔郎
最高裁判所民事判例集 1 8 巻 8 号 1 8 0 9 頁
判例時報 3 9 5 号 2 0 頁

最高裁判所裁判集民事 7 5 号 1 0 4 9 頁
裁判所ウェプサイト
行政事件訴訟特例法 1 条

〔日本評論社〕

川上勝己・判例時報 404 号
行訴特例法 1 条にいう行政庁の処分の意味その他

宮田三郎・別冊ジュリスト 1 0 3 号 2 3 0 頁
ゴミ焼却場設置行為に対する抗告訴訟の可否

下山瑛ニ・別冊ジュリスト 1 9 号 2 0 0 頁
ゴミ焼却場設置行為に対する抗告訴訟の可否

綿貫芳源・別冊ジュリスト 2 8 号 2 3 1 頁
抗告訴訟の対象（ 1) ー一行政庁の公権力の行使にあたる行為の意義

原田尚彦・別冊ジュリスト 1 2 3 号 3 7 4 頁
抗告訴訟の対象（ 1)-—ごみ焼却場設置行為

綿貫芳源・別冊ジュリスト 6 2 号 3 6 0 頁
抗告訴訟の対象（ 1)

北原仁・別冊ジュリスト 1 5 1 号 3 9 8 頁
抗告訴訟の対象（ 1) 一ーごみ焼却場設置行為

原田尚彦・別冊ジュリスト 9 3 号 3 8 0 頁
〔行政判例百選 2 第 2 版）抗告訴訟の対象（ 1)

北原仁・別冊ジュリスト 1 8 2 号 3 2 2 頁
〔行政判例百選 2 第 5 版〕ごみ焼却場の設置

北原仁・別冊ジュリスト 2 1 2 号 3 2 4 頁
〔行政判例百選 2 第 6 版〕ごみ焼却場の設置

岡田正則・早稲田法学 8 8 巻 3 号 1 頁
基地騒音の差止請求と改正行政事件訴訟法

加藤幸嗣・別冊ジュリスト 2 3 6 号 3 0 8 頁
〔行政判例百選 2 第 7 版〕ごみ焼却場の設置
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松島諄吉・民商法雑誌 5 2 巻 6 号 8 7 0 頁
いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件

時の法令 5 3 7 号 5 1 頁
地方団体のごみ焼却場設置行為は行政事件訴訟の対象にならない〈判
例紹介〉

【引用判例】 （当判例が引用している判例等）
最高裁判所第一小法廷 昭和 2 8 年（オ）第 1 3 6 2 号
昭和 3 0 年 2 月 24 日

【被引用判例】 （当判例を引用している判例等）

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/Print.aspx 

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 4 6 1 号
令和 4 年 9 月 3 0 日

大阪地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 1 1 8 号
令和 4 年 9 月 3 0 日

東京地方裁判所令和 4 年（行ウ）第 3 8 6 号
令和 4 年 9 月 9 日

東京商等裁判所令和 4 年（ラ）第 1 7 1 8 号
令和 4 年 8 月 2 9 日

那覇地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 1 2 号
令和 4 年 7 月 1 4 日

佐賀地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 7 号
令和 4 年 4 月 1 5 日

東京地方裁判所令和 4 年（行ウ）第 9 8 号
令和 4 年 4 月 8 日

釧路地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 5 号
令和 4 年 3 月 2 9 日

金沢地方裁判所令和 3 年（ワ）第 1 7 2 号
令和 4 年 3 月 2 9 日

東京地方裁判所 平成 3 1 年（行ウ）第 1 4 2 号
令和 4 年 3 月 2 3 日

横浜地方裁判所 平成 2 8 年（ワ）第 3 8 2 5 号
令和 4 年 3 月 1 7 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 6 0 3 号
令和 4 年 3 月 4 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 2 4 0 号
令和 4 年 1 月 2 5 日

那覇地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 2 1 号
令和 3 年 1 2 月 2 8 日

広島地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 2 3 号
令和 3 年 1 2 月 8 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 1 6 8 号
令和 3 年 1 1 月 2 6 日

大阪地方裁判所 令和 3 年（行ク）第 8 1 号
令和 3 年 1 1 月 2 2 日

東京地方裁判所 令和 2 年（行ウ）第 4 8 6 号
令和 3 年 1 1 月 1 8 日

東京地方裁判所 令和 3 年（行ウ）第 5 1 2 号
令和 3 年 1 0 月 2 7 日

東京地方裁判所 令和 1 年（行ウ）第 2 6 5 号
令和 3 年 1 0 月 1 4 日
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東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 347 号
令和 3 年 1 0 月 6 日

佐賀地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 3 号
令和 3 年 9 月 1 0 日

さいたま地方裁判所 令和 1 年（行ウ）第 7 1 号
令和 3 年 9 月 8 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 2 5 3 号
令和 3 年 9 月 7 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 4 3 7 号
令和 3 年 8 月 2 6 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 2 8 9 号
令和 3 年 8 月 24 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 2 3 8 号
令和 3 年 7 月 1 2 日

福岡地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 7 6 号
令和 3 年 6 月 9 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 1 5 8 号
令和 3 年 5 月 1 9 日

大阪地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 6 0 号
令和 3 年 4 月 2 7 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 2 4 9 号
令和 3 年 4 月 2 3 日

大阪高等裁判所令和 2 年（行コ）第 3 0 号
令和 3 年 4 月 1 6 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 5 7 号
令和 3 年 3 月 2 6 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 7 9 号
令和 3 年 3 月 2 5 日

大阪地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 1 0 2 号
令和 3 年 3 月 2 5 日

福岡高等裁判所那覇支部 令和 2 年（行コ）第 3 号
令和 3 年 3 月 2 3 日

東京地方裁判所令和 3 年（行ウ）第 84 号
令和 3 年 3 月 1 8 日

大阪地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 8 4 号
令和 3 年 3 月 1 5 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 4 6 9 号
令和 3 年 3 月 4 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 2 0 5 号
令和 3 年 2 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 4 5 7 号
令和 2 年 1 2 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 3 1 年（行ウ）第 1 9 3 号
令和 2 年 1 2 月 1 0 日

那覇地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 1 1 号
令和 2 年 1 1 月 2 7 日
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東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 4 0 5 号
令和 2 年 1 1 月 1 8 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 3 4 1 号
令和 2 年 1 0 月 2 7 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 4 0 3 号
令和 2 年 1 0 月 2 7 日

東京地方裁判所平成 3 1 年（行ウ）第 1 4 5 号
令和 2 年 1 0 月 5 日

大阪高等裁判所
令和 2 年 9 月 1 8 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 2 6 1 号
令和 2 年 9 月 1 7 日

大阪地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 1 7 9 号
令和 2 年 9 月 1 0 日

佐賀地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 4 号
令和 2 年 8 月 2 8 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 1 1 8 号
令和 2 年 7 月 3 日

東京高等裁判所令和 1 年（行コ）第 2 1 0 号
令和 2 年 7 月 2 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 1 5 3 号
令和 2 年 7 月 1 日

京都地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 5 0 号
令和 2 年 6 月 2 5 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 9 3 号
令和 2 年 3 月 2 6 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 5 9 1 号
令和 2 年 3 月 2 6 日

横浜地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 5 8 号
令和 2 年 3 月 1 8 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 1 6 9 号
令和 2 年 3 月 1 3 日

大阪地方裁判所
令和 2 年 3 月 1 3 日

東京地方裁判所 令和 1 年（行ウ）第 5 5 5 号
令和 2 年 2 月 6 日

東京地方裁判所 令和 1 年（行ウ）第 6 3 1 号
令和 2 年 2 月 6 日

大阪地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 1 6 7 号
令和 2 年 1 月 2 8 日

東京地方裁判所令和 2 年（行ウ）第 8 号
令和 2 年 1 月 2 3 日

徳島地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 8 号
令和 1 年 1 2 月 2 3 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 5 8 2 号
令和 1 年 1 2 月 1 7 日
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大阪地方裁判所
令和 1 年 1 2 月 1 1 日

東京地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 6 9 号
令和 1 年 1 1 月 7 日

東京地方裁判所平成 3 1 年（行ウ）第 1 1 8 号
令和 1 年 1 0 月 24 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 4 3 9 号
令和 1 年 1 0 月 1 8 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 3 3 5 号
令和 1 年 9 月 1 8 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 445 号
令和 1 年 9 月 1 7 日

東京地方裁判所平成 3 1 年（行ウ）第 1 1 1 号
令和 1 年 8 月 2 8 日

東京地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 3 3 7 号
令和 1 年 8 月 8 日

大阪地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 3 2 5 号
令和 1 年 7 月 3 1 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 2 2 0 号
令和 1 年 7 月 1 7 日

東京地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 3 4 2 号
令和 1 年 7 月 1 2 日

東京地方裁判所令和 1 年（行ウ）第 3 4 7 号
令和 1 年 7 月 1 1 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 6 1 5 号
令和 1 年 6 月 2 5 日

東京地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 5 6 7 号
平成 3 1 年 4 月 2 5 日

札幌地方裁判所平成 2 9 年（ワ）第 5 0 号
平成 3 1 年 4 月 2 2 日

さいたま地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 9 号
平成 3 1 年 3 月 2 7 日

千葉地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 1 4 号
平成 3 1 年 3 月 2 6 日

東京地方裁判所平成 3 1 年（行ウ）第 7 9 号
平成 3 1 年 3 月 2 6 日

神戸地方裁判所
平成 3 1 年 3 月 2 2 日

東京地方裁判所平成 3 1 年（行ウ）第 8 9 号
平成 3 1 年 3 月 1 9 日

東京地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 5 5 7 号
平成 3 0 年 1 2 月 2 1 日

津地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 7 号
平成 3 0 年 1 1 月 1 5 日

大阪地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 2 8 号
平成 3 0 年 1 0 月 3 1 日
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東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 3 6 2 号
平成 3 0 年 1 0 月 1 6 日

高知地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 号
平成 3 0 年 1 0 月 5 日

東京地方裁判所平成 3 0 年（行ウ）第 4 2 0 号
平成 3 0 年 1 0 月 4 日

東京高等裁判所 平成 3 0 年（行コ）第 9 号
平成 3 0 年 1 0 月 3 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 3 6 5 号
平成 3 0 年 9 月 2 0 日

大阪地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 74 号
平成 3 0 年 9 月 2 0 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 4 3 3 号
平成 3 0 年 9 月 1 3 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（ワ）第 1 1 2 3 2 号
平成 3 0 年 9 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 5 9 2 号
平成 3 0 年 9 月 6 日

東京地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 424 号
平成 3 0 年 8 月 3 0 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 1 3 号
平成 3 0 年 7 月 1 9 日

名古屋地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 1 1 2 号
平成 3 0 年 7 月 1 9 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 5 6 0 号
平成 3 0 年 7 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 3 9 号
平成 3 0 年 7 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 4 6 3 号
平成 3 0 年 7 月 5 日

横浜地方裁判所
平成 3 0 年 7 月 4 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 8 4 号
平成 3 0 年 6 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 3 0 年（行ウ）第 1 8 5 号
平成 3 0 年 6 月 1 2 日

札幌地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 4 号
平成 3 0 年 5 月 2 9 日

大阪地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 1 0 7 号
平成 3 0 年 4 月 2 5 日

さいたま地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 44 号
平成 3 0 年 4 月 2 5 日

金沢地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 7 号
平成 3 0 年 4 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 4 1 1 号
平成 3 0 年 3 月 1 3 日
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東京地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 2 8 2 号
平成 3 0 年 2 月 2 2 日

札幌地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 4 2 号
平成 3 0 年 2 月 1 3 日

東京高等裁判所 平成 2 9 年（行コ）第 1 5 7 号
平成 3 0 年 1 月 3 1 日

旭川地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 3 号
平成 2 9 年 1 2 月 2 6 日

東京高等裁判所
平成 2 9 年 1 2 月 2 1 日

甲府地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 9 号
平成 2 9 年 1 2 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 1 2 6 号
平成 2 9 年 1 1 月 2 1 日

金沢地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 3 号
平成 2 9 年 1 1 月 1 4 日

釧路地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 2 号
平成 2 9 年 1 1 月 1 3 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 2 2 8 号
平成 2 9 年 1 0 月 2 7 日

大阪地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 6 1 号
平成 2 9 年 1 0 月 2 6 日

水戸地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 1 2 号
平成 2 9 年 1 0 月 2 0 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 440 号
平成 2 9 年 1 0 月 1 1 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 3 6 8 号
平成 2 9 年 9 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 2 3 号
平成 2 9 年 9 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 3 6 5 号
平成 2 9 年 9 月 8 日

名古屋高等裁判所 平成 2 9 年（行コ）第 2 3 号
平成 2 9 年 8 月 9 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 2 9 号
平成 2 9 年 7 月 1 8 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 3 0 5 号
平成 2 9 年 7 月 5 日

東京地方裁判所
平成 2 9 年 7 月 4 日

静岡地方裁判所
平成 2 9 年 6 月 2 3 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 2 0 3 号
平成 2 9 年 6 月 1 4 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 4 7 5 号
平成 2 9 年 5 月 2 6 日
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東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 64 号
平成 2 9 年 5 月 1 9 日

東京地方裁判所 平成 2 9 年（行ウ）第 1 1 1 号
平成 2 9 年 5 月 1 9 日

東京地方裁判所平成 2 9 年（行ウ）第 9 0 号
平成 2 9 年 3 月 1 0 日

盛岡地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 2 号
平成 2 9 年 3 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 6 1 8 号
平成 2 9 年 2 月 1 7 日

青森地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 5 号
平成 2 9 年 1 月 2 7 日

大阪地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 1 9 7 号
平成 2 9 年 1 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 3 7 4 号
平成 2 9 年 1 月 2 5 日

東京地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 5 9 7 号
平成 2 9 年 1 月 24 日

大阪地方裁判所
平成 2 8 年 1 2 月 8 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 5 4 1 号
平成 2 8 年 1 2 月 7 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 4 1 0 号
平成 2 8 年 1 1 月 2 9 日

東京地方裁判所
平成 2 8 年 1 1 月 1 8 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 1 5 8 号
平成 2 8 年 1 1 月 1 0 日

さいたま地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 6 号
平成 2 8 年 9 月 2 8 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（ワ）第 3 4 7 7 3 号
平成 2 8 年 9 月 2 6 日

大阪地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 3 0 9 号
平成 2 8 年 8 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 3 7 0 号
平成 2 8 年 8 月 2 5 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 3 0 6 号
平成 2 8 年 8 月 1 2 日

東京地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 3 1 4 号
平成 2 8 年 8 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 6 0 号
平成 2 8 年 7 月 2 0 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 6 7 6 号
平成 2 8 年 7 月 1 9 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 2 2 6 号
平成 2 8 年 7 月 5 日
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東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 5 1 3 号
平成 2 8 年 6 月 2 8 日

名古屋地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 8 8 号
平成 2 8 年 6 月 9 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 2 6 号
平成 2 8 年 6 月 8 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 7 6 4 号
平成 2 8 年 5 月 2 7 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 6 7 9 号
平成 2 8 年 4 月 2 6 日

東京地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 1 2 1 号
平成 2 8 年 4 月 1 4 日

東京地方裁判所平成 2 8 年（行ウ）第 84 号
平成 2 8 年 4 月 5 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 5 5 5 号
平成 2 8 年 3 月 3 0 日

東京地方裁判所 平成 2 8 年（行ウ）第 1 1 5 号
平成 2 8 年 3 月 2 9 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 3 6 4 号
平成 2 8 年 3 月 1 5 日

東京地方裁判所
平成 2 8 年 2 月 2 6 日

横浜地方裁判所平成 2 3 年（行ウ）第 5 2 号
平成 2 8 年 2 月 24 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 5 1 1 号
平成 2 8 年 2 月 1 6 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 7 0 7 号
平成 2 8 年 2 月 2 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 224 号
平成 2 8 年 1 月 2 7 日

京都地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 2 6 号
平成 2 8 年 1 月 2 1 日

広島高等裁判所平成 2 6 年（行コ）第 9 号
平成 2 8 年 1 月 2 0 日

東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 7 2 号
平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 4 1 7 号
平成 2 7 年 1 2 月 1 4 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 4 5 8 号
平成 2 7 年 1 2 月 8 日

国税不服審判所

平成 2 7 年 1 2 月 1 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 1 7 8 号
平成 2 7 年 1 1 月 24 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 6 6 2 号
平成 2 7 年 1 0 月 2 7 日
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鹿児島地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 1 1 号
平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日

名古屋地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 1 4 8 号
平成 2 7 年 9 月 2 8 日

東京地方裁判所 平成 2 7 年（行ウ）第 5 2 8 号
平成 2 7 年 9 月 1 0 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 1 3 4 号
平成 2 7 年 7 月 1 7 日

広島地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 7 号
平成 2 7 年 6 月 1 7 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 7 1 3 号
平成 2 7 年 5 月 1 3 日

東京地方裁判所平成 2 7 年（行ウ）第 2 1 2 号
平成 2 7 年 4 月 2 8 日

大阪地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 2 9 7 号
平成 2 7 年 4 月 1 6 日

東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 2 9 9 号
平成 2 7 年 3 月 3 1 日

東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 5 2 9 号
平成 2 7 年 3 月 6 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 7 6 0 号
平成 2 7 年 2 月 2 4 日

東京地方裁判所平成 2 5 年（行ウ）第 6 5 9 号
平成 2 7 年 1 月 2 0 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 3 7 1 号
平成 2 7 年 1 月 1 5 日

東京地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 9 7 号
平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日

東京地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 1 6 3 号
平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日

横浜地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 7 3 号
平成 2 6 年 1 2 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 6 7 1 号
平成 2 6 年 1 2 月 4 日

宮崎地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 9 号
平成 2 6 年 1 2 月 3 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 6 1 4 号
平成 2 6 年 1 1 月 7 日

東京地方裁判所 平成 2 6 年（行ウ）第 1 7 9 号
平成 2 6 年 1 0 月 7 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 1 0 号
平成 2 6 年 1 0 月 3 日

東京地方裁判所平成 2 5 年（行ウ）第 7 7 6 号
平成 2 6 年 8 月 2 6 日

東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 3 8 6 号
平成 2 6 年 8 月 2 1 日
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東京地方裁判所平成 2 6 年（行ウ）第 4 9 号
平成 2 6 年 8 月 8 日

広島地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 1 2 号
平成 2 6 年 7 月 1 6 日

東京高等裁判所 平成 2 6 年（行コ）第 74 号
平成 2 6 年 7 月 2 日

福島地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 2 号
平成 2 6 年 5 月 2 7 日

東京地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 7 3 4 号
平成 2 6 年 4 月 2 5 日

宮崎地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 7 号
平成 2 6 年 4 月 2 3 日

名古屋地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 1 0 0 号
平成 2 6 年 4 月 1 0 日

東京地方裁判所平成 2 2 年（行ウ）第 3 0 6 号
平成 2 6 年 3 月 2 8 日

広島地方裁判所平成 2 5 年（行ウ）第 2 3 号
平成 2 6 年 3 月 1 9 日

佐賀地方裁判所平成 2 5 年（行ウ）第 1 0 号
平成 2 6 年 3 月 1 4 日

札幌地方裁判所平成 2 2 年（行ウ）第 1 9 号
平成 2 6 年 2 月 3 日

名古屋地方裁判所 平成 24 年（行ウ）第 2 3 号
平成 2 6 年 1 月 3 0 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 7 4 9 号
平成 2 6 年 1 月 1 7 日

福岡地方裁判所平成 2 2 年（行ウ）第 1 2 号
平成 2 6 年 1 月 1 4 日

大阪地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 2 5 0 号
平成 2 5 年 1 2 月 1 1 日

広島高等裁判所 平成 24 年（行コ）第 1 4 号
平成 2 5 年 1 1 月 1 3 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 5 3 8 号
平成 2 5 年 1 1 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 5 6 0 号
平成 2 5 年 1 0 月 2 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 7 5 5 号
平成 2 5 年 8 月 6 日

東京地方裁判所 平成 2 5 年（行ウ）第 2 0 2 号
平成 2 5 年 8 月 6 日

大阪高等裁判所 平成 2 5 年（行コ）第 2 1 号
平成 2 5 年 6 月 2 8 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 5 0 8 号
平成 2 5 年 6 月 1 3 日

名古屋地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 2 9 号
平成 2 5 年 5 月 3 1 日
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静岡地方裁判所
平成 2 5 年 5 月 24 日

さいたま地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 3 9 号
平成 2 5 年 3 月 2 7 日

東京地方裁判所
平成 2 5 年 3 月 6 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 5 2 号
平成 2 5 年 2 月 2 8 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 2 2 3 号
平成 2 5 年 2 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 1 5 0 号
平成 2 5 年 1 月 2 9 日

東京地方裁判所 平成 24年（行ウ）第 3 1 1 号
平成 2 5 年 1 月 2 2 日

大阪地方裁判所 平成 2 4 年（行ウ）第 5 1 号
平成 24 年 1 2 月 2 0 日

神戸地方裁判所平成 2 3 年（行ウ）第 43 号
平成 24 年 1 2 月 1 8 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ウ）第 4 5 2 号
平成 24年 1 2 月 1 3 日

東京高等裁判所平成 24 年（行ス）第 6 7 号
平成 24 年 1 2 月 1 2 日

東京地方裁判所平成 2 3 年（行ウ）第 4 1 7 号
平成 24 年 1 2 月 7 日

東京地方裁判所平成 24 年（行ク）第 1 8 1 号
平成 24 年 1 0 月 2 3 日

大阪高等裁判所平成 24 年（行コ）第 5 3 号
平成 24 年 9 月 2 8 日

千葉地方裁判所平成 2 3 年（行ウ）第 3 9 号
平成 24 年 9 月 2 8 日

東京地方裁判所平成 2 3 年（行ウ）第 5 5 号
平成 24 年 8 月 3 0 日

大阪地方裁判所平成 2 0 年（行ウ）第 1 7 4 号
平成 24 年 7 月 4 日

山口地方裁判所平成 2 0 年（行ウ）第 6 号
平成 24 年 6 月 6 日

大阪地方裁判所平成 24 年（行ク）第 3 9 号
平成 24 年 4 月 2 7 日

大阪地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 2 2 号
平成 24 年 2 月 1 7 日

最高裁判所第二小法廷 平成 2 3 年（行ヒ）第 1 8 号
平成 24 年 2 月 3 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 2 1 1 号
平成 2 3 年 1 2 月 2 7 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 1 3 7 号
平成 2 3 年 1 2 月 2 1 日
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東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 7 6 2 号
平成 2 3 年 1 2 月 1 4 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 6 5 0 号
平成 2 3 年 1 2 月 1 3 日

東京地方裁判所 平成 2 3 年（行ク）第 2 6 1 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 9 日

東京地方裁判所平成 2 2 年（行ウ）第 5 9 7 号
平成 2 3 年 1 1 月 1 8 日

東京地方裁判所 平成 2 0 年（行ウ）第 4 1 5 号
平成 2 3 年 1 1 月 8 日

さいたま地方裁判所
平成 2 3 年 9 月 1 4 日

千葉地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 1 号
平成 2 3 年 9 月 9 日

徳島地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 1 4 号
平成 2 3 年 8 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 647 号
平成 2 3 年 8 月 2 5 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 4 5 9 号
平成 2 3 年 7 月 2 0 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 6 9 4 号
平成 2 3 年 7 月 5 日

大阪地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 2 0 4 号
平成 2 3 年 6 月 9 日

さいたま地方裁判所 平成 2 3 年（行ウ）第 8 号
平成 2 3 年 5 月 1 8 日

大阪地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 1 7 1 号
平成 2 3 年 5 月 1 1 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 3 1 5 号
平成 2 3 年 3 月 3 0 日

大阪地方裁判所 平成 2 3 年（行ク）第 1 4 号
平成 2 3 年 3 月 1 5 日

大阪地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 1 5 6 号
平成 2 3 年 2 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 3 6 5 号
平成 2 2 年 1 2 月 1 0 日

大阪高等裁判所 平成 2 2 年（行コ）第 5 5 号
平成 2 2 年 9 月 3 0 日

東京地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 464 号
平成 2 2 年 9 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 2 年（行ウ）第 2 5 5 号
平成 2 2 年 8 月 2 7 日

仙台地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 1 1 号
平成 2 2 年 7 月 2 2 日

東京地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 3 3 4 号
平成 2 2 年 7 月 8 日
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東京地方裁判所平成 2 1 年（行ウ）第 1 0 7 号
平成 2 2 年 7 月 8 日

東京地方裁判所平成 2 1 年（行ウ）第 2 5 6 号
平成 2 2 年 3 月 3 0 日

東京高等裁判所 平成 2 1 年（行コ）第 6 5 号
平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日

大阪地方裁判所 平成 2 0 年（行ウ）第 1 3 1 号
平成 2 1 年 1 0 月 2 日

大阪地方裁判所平成 1 8 年（行ウ）第 1 0 3 号
平成 2 1 年 9 月 9 日

福岡地方裁判所平成 2 0 年（行ウ）第 1 7 号
平成 2 1 年 7 月 1 7 日

旭川地方裁判所平成 2 0 年（行ウ）第 1 0 号
平成 2 1 年 6 月 9 日

東京地方裁判所平成 1 9 年（行ウ）第 5 4 9 号
平成 2 1 年 5 月 2 8 日

東京地方裁判所
平成 2 1 年 2 月 2 6 日

水戸地方裁判所
平成 2 1 年 2 月 1 7 日

東京地方裁判所 平成 1 9 年（行ウ）第 4 2 3 号
平成 2 1 年 1 月 1 6 日

横浜地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 40 号
平成 2 0 年 1 2 月 24 日

東京地方裁判所 平成 2 0 年（行ウ）第 4 6 号
平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日

神戸地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 8 1 号
平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日

大阪地方裁判所 平成 1 9 年（行ウ）第 9 1 号
平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

東京地方裁判所 平成 2 0 年（行ク）第 2 5 7 号
平成 2 0 年 1 1 月 2 5 日

東京地方裁判所 平成 2 0 年（行ウ）第 3 3 8 号
平成 2 0 年 1 0 月 24 日

東京地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 3 7 9 号等
平成 2 0 年 3 月 2 8 日

大阪地方裁判所 平成 1 9 年（行ウ）第 1 9 6 号
平成 2 0 年 3 月 1 8 日

横浜地方裁判所 平成 1 9 年（行ウ）第 2 6 号
平成 2 0 年 2 月 2 7 日

福岡地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 42 号
平成 2 0 年 2 月 2 5 日

東京地方裁判所平成 1 6 年（行ウ）第 470 号
平成 2 0 年 1 月 2 9 日

東京地方裁判所平成 1 9 年（行ウ）第 4 7 7 号
平成 2 0 年 1 月 2 2 日
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東京地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 3 7 8 号
平成 1 9 年 1 2 月 6 日

東京地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 6 2 1 号
平成 1 9 年 1 1 月 3 0 日

京都地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 6 号
平成 1 9 年 1 1 月 7 日

岐阜地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 9 号
平成 1 9 年 8 月 2 9 日

大阪地方裁判所平成 1 8 年（行ウ）第 1 4 4 号
平成 1 9 年 8 月 1 0 日

東京高等裁判所 平成 1 9 年（行コ）第 3 3 号
平成 1 9 年 7 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 6 5 3 号
平成 1 9 年 6 月 2 9 日

大分地方裁判所 平成 1 6 年（行ウ）第 2 号
平成 1 9 年 5 月 2 1 日

大阪地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 5 3 号
平成 1 9 年 4 月 1 9 日

横浜地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 5 3 号
平成 1 9 年 3 月 2 6 日

福岡地方裁判所 平成 1 8 年（行ウ）第 5 号
平成 1 8 年 1 2 月 1 9 日

東京地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 3 7 9 号
平成 1 8 年 1 1 月 2 9 日

東京地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 3 0 9 号等
平成 1 8 年 9 月 1 2 日

東京地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 3 8 6 号
平成 1 8 年 9 月 8 日

東京高等裁判所 平成 1 8 年（行コ）第 2 3 号
平成 1 8 年 6 月 2 8 日

岡山地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 3 号
平成 1 8 年 4 月 1 9 日

名古屋地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 4 1 号
平成 1 8 年 3 月 2 3 日

東京地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 5 0 7 号
平成 1 8 年 2 月 3 日

千葉地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 1 9 号
平成 1 7 年 1 2 月 1 6 日

東京地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 4 2 9 号等
平成 1 7 年 1 1 月 2 5 日

最高裁判所第三小法廷 平成 1 6 年（行ヒ）第 4 2 号
平成 1 7 年 1 0 月 2 5 日

最高裁判所第三小法廷 平成 1 5 年（行ヒ）第 3 2 0 号
平成 1 7 年 1 0 月 2 5 日

名古屋地方裁判所 平成 1 7 年（行ウ）第 46 号
平成 1 7 年 9 月 3 0 日
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東京地方裁判所平成 1 6 年（行ウ）第 4 1 5 号
平成 1 7 年 6 月 24 日

東京地方裁判所平成 1 6 年（行ウ）第 4 9 4 号
平成 1 7 年 6 月 1 5 日

東京高等裁判所 平成 1 6 年（行コ）第 2 2 1 号
平成 1 7 年 5 月 3 1 日

名古屋地方裁判所平成 1 6 年（行ウ）第 44 号
平成 1 7 年 5 月 2 6 日

千葉地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 1 4 号
平成 1 7 年 4 月 2 6 日

名古屋地方裁判所 平成 1 7 年（行ク）第 3 号
平成 1 7 年 3 月 2 日

名古屋地方裁判所 平成 1 6 年（行ウ）第 6 2 号
平成 1 7 年 2 月 24 日

名古屋地方裁判所 平成 1 6 年（行ウ）第 1 1 号
平成 1 7 年 2 月 1 7 日

名古屋地方裁判所 平成 1 6 年（行ウ）第 1 6 号
平成 1 6 年 9 月 9 日

広島高等裁判所岡山支部 平成 1 4 年（行コ）第 1 6 号
平成 1 6 年 7 月 2 2 日

松山地方裁判所 平成 1 3 年（ワ）第 9 5 4 号
平成 1 6 年 3 月 1 6 日

大阪地方裁判所 平成 1 3 年（ワ）第 1 1 4 6 8 号の 2
平成 1 6 年 2 月 2 7 日

名古屋地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 5 6 号
平成 1 6 年 2 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 5 5 0 号
平成 1 6 年 2 月 2 6 日

横浜地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 5 5 号
平成 1 6 年 2 月 2 5 日

東京地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 3 8 1 号
平成 1 6 年 2 月 6 日

東京高等裁判所 平成 1 5 年（行コ）第 2 1 8 号
平成 1 5 年 1 2 月 1 1 日

大阪地方裁判所 平成 1 4 年（行ウ）第 74 号
平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日

東京地方裁判所 平成 1 5 年（行ウ）第 3 3 号
平成 1 5 年 8 月 2 8 日

福岡高等裁判所 平成 1 4 年（行コ）第 3 2 号
平成 1 5 年 7 月 1 7 日

神戸地方裁判所 平成 1 4 年（行ウ）第 5 4 号
平成 1 5 年 5 月 9 日

神戸地方裁判所 平成 1 4 年（行ウ）第 4 3 号
平成 1 5 年 4 月 2 5 日

横浜地方裁判所 平成 1 1 年（行ウ）第 7 5 号
平成 1 5 年 3 月 5 日
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名古屋地方裁判所平成 1 4 年（行ウ）第 6 1 号
平成 1 5 年 2 月 2 8 日

高松地方裁判所 平成 1 2 年（行ウ）第 2 号
平成 1 5 年 2 月 2 5 日

大阪地方裁判所平成 1 4 年（行ウ）第 1 0 7 号
平成 1 4 年 1 2 月 2 6 日

名古屋地方裁判所 平成 1 4 年（行ウ）第 3 6 号
平成 1 4 年 1 2 月 2 0 日

熊本地方裁判所 平成 1 2 年（行ウ）第 3 号
平成 1 4 年 1 1 月 2 1 日

神戸地方裁判所 平成 1 4 年（行ウ）第 1 6 号
平成 1 4 年 8 月 8 日

名古屋高等裁判所金沢支部 平成 1 3 年（行コ）第 1 8 号
平成 1 4 年 5 月 2 0 日

東京地方裁判所平成 1 3 年（行ウ）第 3 8 9 号
平成 1 4 年 5 月 1 5 日

金沢地方裁判所平成 7 年（ワ）第 6 9 8 号
平成 1 4 年 3 月 6 日

東京地方裁判所平成 1 1 年（行ウ）第 2 1 号
平成 1 4 年 1 月 3 1 日

東京地方裁判所平成 1 3 年（行ク）第 5 3 号
平成 1 3 年 1 2 月 2 7 日

神戸地方裁判所平成 1 0 年（行ウ）第 1 1 号
平成 1 3 年 1 0 月 1 7 日

京都地方裁判所平成 1 1 年（行ウ）第 3 1 号
平成 1 3 年 8 月 24 日

大阪地方裁判所平成 1 0 年（行ウ）第 6 0 号
平成 1 3 年 6 月 1 日

神戸地方裁判所平成 1 1 年（行ウ）第 3 1 号
平成 1 3 年 4 月 2 5 日

東京高等裁判所平成 1 2 年（行コ）第 2 5 3 号
平成 1 2 年 1 2 月 2 7 日

鹿児島地方裁判所 平成 1 1 年（行ウ）第 2 1 号
平成 1 2 年 9 月 2 2 日

横浜地方裁判所平成 1 1 年（行ウ）第 3 4 号
平成 1 2 年 7 月 1 9 日

横浜地方裁判所 平成 1 1 年（行ウ）第 2 7 号
平成 1 2 年 4 月 2 6 日

東京地方裁判所 平成 1 1 年（行ウ）第 1 2 9 号
平成 1 2 年 3 月 2 2 日

札幌地方裁判所 平成 1 0 年（行ウ）第 2 2 号
平成 1 1 年 2 月 2 5 日

最高裁判所第一小法廷 平成 6 年（行ツ）第 3 5 号
平成 1 0 年 9 月 1 0 日

千葉地方裁判所 平成 1 0 年（行ウ）第 1 3 号
平成 1 0 年 5 月 2 9 日
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東京地方裁判所 平成 8 年（行ウ）第 2 5 6 号
平成 1 0 年 3 月 4 日

京都地方裁判所 平成 4 年（行ウ）第 2 号
平成 4 年 7 月 2 2 日

大阪高等裁判所 昭和 6 1 年（行コ）第 8 号
昭和 6 3 年 6 月 24 日

最高裁判所第一小法廷 昭和 6 0 年（行ツ）第 1 4 4 号
昭和 6 2 年 5 月 2 8 日

最高裁判所第一小法廷 昭和 5 9 年（行ツ）第 3 1 8 号
昭和 6 1 年 2 月 1 3 日

神戸地方裁判所 昭和 5 7 年（行ウ）第 3 6 号
昭和 5 8 年 8 月 2 9 日

最高裁判所第二小法廷 昭和 49 年（行ツ）第 8 号
昭和 5 3 年 1 2 月 8 日

東京高等裁判所 昭和 4 7 年（行コ）第 9 5 号
昭和 48 年 1 0 月 24 日

東京地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 2 3 号

福岡地方裁判所 平成 2 1 年（行ウ）第 24 号等
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